
徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
二
十
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
く
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同

法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
四
月
二
十
五
日

徳
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

岩

丸

正

史

一

政
党
の
支
部

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日

新

旧

自

由

民

主

党

徳

島

県

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

井

下

泰

憲

城

田

佳

治

武

川

文

枝

三

好

市

第

二

支

部

氏
名

三

月

十

八

日

自

由

民

主

党

徳

島

県

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
八
万
町
大
野
一
二
三－

一

令

和

七

年

福

山

博

史

徳
島
市
八
万
町
大
野
一
二
三－

一

徳
島
市
・
名
東
郡
第
六
支
部

所
在
地

二
階

三

月

二

十

一

日

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

自
由
民
主
党
丹
生
谷
支
部

杉

本

直

樹

焏

原

広

幸

野

村

英

史

氏
名

三

月

二

十

四

日

自

由

民

主

党

徳

島

県

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

木

下

賢

功

木

下

賢

功

大

子

陽

子

美
馬
市
・
美
馬
郡
第
一
支
部

氏
名

三

月

二

十

五

日

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

自
由
民
主
党
山
城
町
支
部

木

下

豊

幸

城

田

佳

治

橋

岡

勝

氏
名

三

月

二

十

七

日

二

そ
の
他
の
政
治
団
体
（
政
党
及
び
政
治
資
金
団
体
以
外
の
政
治
団
体
）

異

動

の

内

容

政
治
団
体
の
名
称

代
表
者
の
氏
名

異
動
事
項

異
動
年
月
日



新

旧

代
表
者
の
氏
名

森

岡

宏

之

片

山

朗

令

和

七

年

幸
福
実
現
党
池
田
後
援
会

森

岡

宏

之

主
た
る
事
務
所
の

三
好
市
池
田
町
西
山
林

吉
野
川
市
川
島
町
川
島

二

月

十

九

日

所
在
地

三
五
七
六

六
六
六－

三

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

幸
福
実
現
党
徳
島
西
後
援
会

野

崎

善

弘

野

崎

善

弘

徳

原

鳳

乃

氏
名

三

月

五

日

会
計
責
任
者
の

久

保

孝

之

川

崎

ゆ

り

子

氏
名

令

和

七

年

上

田

公

司

後

援

会

松

本

聖

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
国
府
町
和
田
居
内

鳴
門
市
大
麻
町
大
谷
字
椢
原

三

月

十

三

日

所
在
地

一
四
四

一
七－

一

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

中

川

し

げ

ふ

み

後

援

会

中

川

重

文

廣

岡

一

利

勝

本

幹

雄

氏
名

三

月

十

四

日

主
た
る
事
務
所
の

吉
野
川
市
鴨
島
町
知
恵
島

吉
野
川
市
鴨
島
町
知
恵
島

令

和

七

年

中

西

わ

た

る

後

援

会

中

西

渉

所
在
地

一
二
二
四
番
地
一

五
五
七
番
地
二

三

月

十

七

日

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

須

見

一

仁

後

援

会

須

見

一

仁

須

見

奈

月

小

澤

佳

映

氏
名

三

月

十

六

日

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

金

久

博

後

援

会

金

久

博

金

久

小

夜

子

金

久

健

治

氏
名

三

月

十

九

日

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
応
神
町
古
川
字
戎
子
野

板
野
郡
北
島
町
鯛
浜
字
西
ノ
須

令

和

七

年

藤

本

け

ん

い

ち

後

援

会

藤

本

健

一



所
在
地

八
九－

七

三
〇
番
地
一

三

月

二

十

一

日

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
八
万
町
大
野
一
二
三－

一

令

和

七

年

福

山

ひ

ろ

し

後

援

会

福

山

博

史

徳
島
市
八
万
町
大
野
一
二
三－

一

所
在
地

二
階

三

月

二

十

一

日

代
表
者
の
氏
名

木

下

賢

功

佐

藤

潔

令

和

七

年

木

下

た

か

の

り

後

援

会

木

下

賢

功

会
計
責
任
者
の

三

月

二

十

五

日

木

下

賢

功

津

川

政

稀

氏
名

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

橋

本

浩

志

後

援

会

橋

本

浩

志

橋

本

浩

志

山

本

賢

明

氏
名

三

月

二

十

七

日

会
計
責
任
者
の

令

和

七

年

岡

佑

樹

後

援

会

佐

野

雅

彦

山

本

正

行

酒

井

敏

光

氏
名

三

月

二

十

七

日

政
治
団
体
の
名
称

亀
井
伸
幸
後
援
会

亀
井
伸
幸
・
髙
木
健
多
後
援
会

令

和

七

年

亀

井

伸

幸

後

援

会

亀

井

伸

幸

主
た
る
事
務
所
の

那
賀
郡
那
賀
町
延
野
字
樫
王

那
賀
郡
那
賀
町
延
野
字
樫
王

三

月

二

十

八

日

所
在
地

一
六
番
地
一

一
六

政
治
団
体
の
名
称

徳
川
か
ず
ひ
ろ
後
援
会

徳
川
か
ず
ひ
ろ
後
援
会
事
務
所

令

和

七

年

徳

川

か

ず

ひ

ろ

後

援

会

徳

川

真

由

美

三

月

三

十

一

日

代
表
者
の
氏
名

徳

川

真

由

美

森

川

浩

志

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
佐
古
一
番
町
一
二
番

令

和

七

年

徳

島

市

を

良

く

す

る

会

山

口

隆

弘

徳
島
市
佐
古
一
番
町
七
○
三



所
在
地

七－

六
〇
八

三

月

三

十

一

日

主
た
る
事
務
所
の

那
賀
郡
那
賀
町
木
頭
出
原
字

那
賀
郡
那
賀
町
木
頭
折
宇
字

令

和

七

年

し

げ

り

ょ

う

か

後

援

会

重

陵

加

所
在
地

ナ
カ
ス
ジ
二
六
番
地

石
畳
一
二－

一

三

月

三

十

一

日

会
計
責
任
者
の

加

藤

弘

道

市

原

俊

明

氏
名

令

和

七

年

徳

島

県

商

工

政

治

連

盟

岡

本

富

治

主
た
る
事
務
所
の

徳
島
市
佐
古
七
番
町
三
番

四

月

一

日

徳
島
市
国
府
町
日
開
二
六－

四

所
在
地

二
四
号


